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 香港の最低賃金委員会は、最低賃金を現在の時給 34.5香港ドル（約 500円）から 37.5香港ドル（約 545円）、約 8.7％

引き上げることで妥結（上昇率は過去最高）しました。同委員会は今月中に行政長官と行政会議に報告書を提出し、承

認されれば来年 5 月 1 日の労働節より実施となる見込みです。香港の最低賃金は 2011 年 5 月から導入され、2 年に一

度見直されています。これまでの最低賃金の推移は以下の通りです。 

 

 

 

香港統計処データによると、今回の引き上げにより飲食・小売・清掃サービスなどに従事する約 15 万 6,000 人が恩恵

を受ける見通しです。人件費の上昇は顧客に転嫁される可能性もあります。尚、平均時給が最も低い業種は以下の通り

です。 

 

業種 
平均時給 

（下位 25％） 

平均時給 

（中央値） 

平均時給 

（上位 25％） 

不動産管理、警備、清掃サービス 37.5 香港ドル 41.8 香港ドル 54.0 香港ドル 

飲食業 42.0 香港ドル 47.0 香港ドル 58.7 香港ドル 

小売業 41.6 香港ドル 49.3 香港ドル 64.8 香港ドル 

※その他 41.2 香港ドル 48.4 香港ドル 64.4 香港ドル 

※老人ホーム、洗濯サービス、ヘアサロン等の美容院、宅配便サービス、食品加工・生産等。 


